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研究成果の概要（和文）：　研究の目的は次の二つである。１貿易政策においてタイミングが内生的に選択できる時に
、現実にとられている相殺関税措置がどのような条件下で起こりうるのかを理論的に検証すること。２FTAという貿易
自由化政策がどのようなタイミングで生じ得ると自由貿易が実現するのかを考察すること。結果は以下の通りである。
１相殺関税措置は外国企業に規模の経済性がある時にのみ生じる。２FTA締結の順番により自由貿易が実現する場合と
しない場合がある。

研究成果の概要（英文）：The purposes of this research are as follows: 1 To clarify the condition where CVD
 (counter veiling duty) occurs if the timing of both export subsidy and tariff  is endogenously determined
; 2 To determine whether a bilateral free trade agreement (FTA) acts as a building block for multilateral 
free trade(MFT). 
The results are established as follows. 1 CVD can occur if foreign firms have their production technology 
with scale economy. 2 A bilateral FTA between two large countries can act as a building block for MFT; A b
ilateral FTA between two small countries acts as a stumbling block for MFT.
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１．研究開始当初の背景 
不完全競争を前提とするこれまでの研究

は、特定の制度や政策が企業の行動に与える
影響に焦点を当てて行われてきた。しかし現
実には、企業は複数の制度や政策を所与とし
て様々な行動を決定している。例えば、国内
外に財を販売している企業は、必ず、自国と
外国の制度(税制や特許制度など)や経済政策
(貿易政策や産業政策)に直面しつつ、企業の
短期的および長期的な行動を決定しなけれ
ばならない。国内のみに販売が限定されてい
る企業であっても、国や地方公共団体のとる
複数の政策の下で、意思決定を行っているこ
とには変わりはない。 
注意すべきことは、企業が直面する諸制度

や諸政策の担当部署は同じではなく、しかも
異なる目的の達成のためにそれらを行使し
ているという点である。つまり、個々の政策
当局は、他の種類の政策を行使する部局と明
示的に「協調」して行動している可能性が低
い。このことは、ある目的のために採られた
政策の効果が、別の目的の政策のために減衰
されたり、増幅されたりする可能性を示唆し
ている。加えて、企業間の戦略的相互依存関
係が存在すると、一種の政策的「外部性」が
企業の行動に影響を与えることになる。 
このような問題意識の下、本研究では、目

的を同じにする政策間競争ではなく、異なる
目的を持った複数の政策が行われたとき、各
政策が「外部性」となることで、所期の目的
がどの程度達成可能なのか、意図せざる結果
を招来してしまう可能性があるのかを明ら
かにすることを目的としている。 
対象とする政策は、研究代表者および分担

者の専門に照らし合わせ、主に、市場構造政
策、知財政策のような制度を設計する政策と、
関税補助金政策や租税政策のような市場に
介入する政策の 2 種類に限定する。そしてこ
れら 2 種の政策のタイミング如何によって、
生じるアウトカムがどの程度異なるのか？
社会的な厚生の観点から見て、どちらのタイ
ミングの方が望ましいのか？ということを
考察する。具体的には、次の 2 点に絞る。 

 
目的１ 市場構造政策のタイミングと貿

易政策のタイミング 
 
企業数を決定するような市場構造政策を

与件とした上で、貿易政策がとられるケース
とその逆のケースにおいて、企業の行動に及
ぼす影響がどのように変化するのか、その結
果、均衡の帰結がどのように異なるかを見る。 

 
目的２ 政策のタイミングと企業の長期

的決定のタイミング 
 
理論分析において、政策行使のタイミング

の方が、企業行動のタイミングよりも「前」
に置かれることが通常である。しかしながら、
企業行動の長期的な決定が、政策行使前であ

ることも想定できる。このような場合の均衡
の帰結について分析を行う。 

 
２．研究の目的 
研究目的に関しては、当初は前節に記した

2 つの内容で進めていた。ところが、研究開
始直後に目的１と２に合致する Etro (2011, 
IER) “Endogenous Market Structure and 
Strategic Trade Policy”が公刊されたことで、研
究目的のフォーカスの当て方を大幅に変更
せざるを得なくなった。変更した研究目的は
次のようなものである。 

 
目的１’ 複数の政策行使手段を有する際

の内生的なタイミングの決定はどのような
になるのか？ 

 
貿易政策によっては、現実に行使されてい

るにも関わらず、過去の理論研究では、行使
のタイミングを内生的に決定するモデルを
構築すると、件の貿易政策が実行されないこ
とが判明している。そこで、過去の研究モデ
ルを拡張し、件の政策が内生的に行使される
経済的な状況を求める。 

 
 目的２’ 政府が短期的視野を有している
際に長期的な目的が達成可能か？ 
  
大概のモデルでは、政府は先の先を読んで政
策を決定すると想定する。しかしながら、現
実には政権の交代などの理由で、政策担当者
は近視眼的な行動しかとれないと想定する
方がもっともらしい。このような短期的な視
野に立つ政府が、長期的な目標を達成するこ
とが可能かどうかを考察する。 
 以上をメインの目的に据え、Etro の論文の
出現により後退を余儀なくされた当初の目
的(1.に記載)に関しては、取り組めるものに
関してはできるだけ成果を出すように努め
た。 
 
３．研究の方法 
 研究を行った 3 年間は基本的に次のスタイ
ルで研究を行ってきた。所属が異なる研究者
で構成されているユニットであるがゆえに、
いくつかの工夫を行った。 
 (1)各人分担を決めて、分業体制を敷いた。 

(2)論文作成ソフトを LaTEX に統一し、作
業の効率化を図った。 

(3)メーリングリスト(ML)を作成し、新たな
進展があった場合には、ML にファイル添付
する。その際の添付ファイルは TEX のソース
ファイルと PDF とした。 
 (4)比較的大きな変更があった場合、あるい
は問題点に突き当たった場合には、年数回の
打ち合わせを利用して解決に努めた。 
 
４．研究成果 
 まず目的１’の方から記していく。先述した
貿易政策の例として相殺関税を取り上げる。



相殺関税は、輸出国政府が同国企業に輸出補
助金を給付していることに対して、輸入国政
府が当該企業に関税を課すことによる制裁
措置のことである。ただし、GATT&WTO の
ルールにより関税率は補助金を越えてはな
らないとなっている。 
 つまり、相殺関税においては、輸出国が先
手で正の補助金を給付、輸入国が後手で正の
関税率を課すが、関税率には上限がある、と
いう状況が成立している。ところが輸出国と
輸入国のタイミングが内生的に決定される
過去の分析においては、以下の諸結果が得ら
れた。 
(1)複占のケースでは、相殺関税に合致す

るタイミングがそもそも成立しない。 
(2)寡占のケースでは合致するタイミング

は得られるが、合致するタイミングにおいて、
輸出補助金とはならず輸出税あるいは補助
金を拠出しないという均衡を得る。 
以上の結果は、線形経済(需要関数も費用

関数も一次関数)を前提にしていた。そこで、
費用関数を二次関数とし、規模に関して収穫
逓増や逓減の状況を扱えるように拡張した。
この拡張により次のような結果を得た。 
規模の経済が働く場合には、理論的にも、

現実の状況を満たす相殺関税措置が発動さ
れうる。この結果は、Hayashibara, M., R. 
Nomura, T. Ohkawa, and M. Okamura, “The 
Equilibrium Countervailing Duty: Revisited,” 
mimeo.にまとめている。 
 次に目的 2’について執筆したものについ
て述べる。取り扱う政策は FTA である。現実
の FTA の動向を見ると、近年では市場規模の
異なる 2国間FTAが締結される傾向が見て取
れる。そこで 2 国間 FTA が結ばれていけば、
やがて全ての国の関税が撤廃される自由貿
易が実現するのか否かについて考察した。 
 その際に、先述の通り、各国政府は近視眼
的な視野を有していて、今直面している当該
の FTA を行うかどうかについて、FTA によっ
て自分の国の厚生が増大すると判断すれば、
その後結ばれるかも知れない FTA のことは
斟酌せず、当該の FTA を結ぶと想定する。加
えて、3 国間の市場規模は全て異なるとする。 
 これらの想定の下で得られた結論は次の
通りである。 

(1)大規模国、中規模国、小規模国の 3 国が
存在し、どこも FTA を結んでいないとする。
この時、大規模国と中規模国との間の FTA が
結ばれるか、あるいは中規模国と小規模国が
FTAを結んでしまうかのどちらかのケースが
起こりうる。 

(2)大・中間の FTA が生じた後は、大・小
間の FTA が結ばれてから、中・小間の FTA
が結ばれるか、あるいはその逆の順序になる
かはわからないが、いずれにせよ自由貿易が
生じる。一方、中・小間の FTA が初めて結ば
れてしまうと、それ以上の FTA は締結されず、
自由貿易は実現しない。 
以上の事から、各国政府が近視眼的に行動

したとしても、長期的には自由貿易が実現す
ることには、FTA をどの順番で締結するかの
タイミングが関わっていることが判明した。
この結果は雑誌論文の②に纏められている。 
 以上の分析手法を Brander and Spencer 流の
三国モデルに適用すると、逐次的な FTA(自由
化政策)では、自由貿易は実現しないことは確
認された。この結果は、Nomura, R., T. Ohkawa, 
M. Okamura, and M. Tawada, “Voluntary 
formation of free trade area in a third country 
market model”, Discussion Paper Series (Faculty 
of Ritsumeikan University), 14007, 2014. に纏
められている。 
 Etro 論文の出現で、方向性の変更を余儀な
くされた旧目的については、貿易政策とは異
なる観点から分析を進めた。旧目的２に関し
ては、次のような分析を行った。 
 一つ目は特許に関するものである。補完的
な特許が存在し、それらを一括して利用しな
いと財が生産できないような状況を考える。
加えて、補完的な特許の所有者と財の生産者
とは異なるという想定を置く。いうなれば、
上流に特許の所有者が位置し、下流に財の生
産者が存在するような状況である。もちろん、
両部門に寡占競争を想定する。 
 この時、所有者や生産者の参入のタイミン
グが同時である時と異なる時には、次善の状
態と比較して、参入の効率性が変わることを
示した。この結果は、雑誌論文⑥に纏められ
ている。 
もう一つは、地方政府の補助金獲得競争に

関するものである。地方政府の補助金給付競
争と企業の立地選択のタイミングの相違で、
地方政府の取るべき補助金率がどのように
なるのかを分析した。具体的には、２つの地
域を考え、それぞれに地方政府が存在してい
るとする。総数一定の寡占企業がどちらかの
地方への立地を選択する一方で、立地企業に
は各地方政府は補助金を給付するというモ
デルである。そして、給付前に立地を選択で
きる場合には、各地方政府はマイナスの補助
金をかけるが、給付後にしか立地を選択でき
ない場合は、正の補助金を給付することにな
る、という結果を得た。この結果は、Ohkawa, 
T., M. Okamura, and M. Okawa, “To attract firms, 
or not to attract firms: the is a Question”, 
Discussion Paper Series (Faculty of Ritsumeikan 
University), 13002, 2013.にまとめられている。 
 旧の目的１については、雑誌論文の③と⑦
で行っている。自国政府内が複数の政策手段
(自国企業への生産補助金と外国企業への関
税賦課)を行使でき、かつそれぞれ独立した部
門が担っているとする。この時、両部門とも 
その目的が往々にして、経済厚生ではなく、
各部門の interest を最大にするように行動す
ることがありうる。このような場合、政策の
タイミングというものは、厚生最大化の場合
と比較してどのようになるのか、ということ
を考察した。 
 その結果、自部門の interest を最大にする場



合には、タイミングが同時から逐次になる可
能性を示した。 
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